
 
 
 
 

金融商品取引法から宅地建物取引業法の在り方を考える
（第三回）金商法から宅建業法が学ぶべきもの

荒井 俊行

（はじめに）

前回までに見た金融商品取引法（以下「金商法」

という。）の規律の枠組みを通じて宅地建物取引業

法（以下「宅建業法」という。）を見たときに、ど

のような示唆を受け取ることができるだろうか。

このテーマを考えるに当たり、先ず、金商法及び

宅建業法それぞれの第 条の目的規定を見ておく

ことにしよう。両法の目的は、取引の対象は異な

るものの、いずれも、登録・免許制度の実施によ

る業者の参入規制、不公正取引の禁止等業務に対

する必要な規制を通じて取引に一定の規律を与え

るとともに投資者（購入者）等の利益の保護を図

ろうとするものであり、また、市場機能を活用し

て効率的で公正な取引の実現を目指すという意味

でも、両者の法的規制の枠組みの構造は良く似た

面がある。宅建業法の業種の規制対象は金商法同

様複数のものが含まれるが、本論では、主として、

両法を対比するため、金商法においては流通市場

における有価証券の売買・仲介、宅建業法におい

ては（既存）不動産の売買・仲介を念頭において

宅建業法に内在する課題について考えて見ること

にする。

１．目的規定

（金商法の１条の目的規定―企業内容等の開示、

市場機能の十全な発揮が特徴―）

（１）金商法 条の目的規定

金商法 条の目的規定は以下のとおりである。

「この法律は、企業内容等の開示の制度を整備

するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必

要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を

確保すること等により、有価証券の発行及び金融

商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円

滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮によ

る金融商品等の公正な価格形成を図り、もつて国

民経済の健全な発展及び投資者の保護に資するこ

とを目的とする」

（参考）平成 年に施行された金商法 条の目

的規定のベースとなった証券取引法 条の目的

規定は以下のとおりである。

「この法律は、国民経済の適切な運営及び投資

者の保護に資するため、有価証券の発行及び売

買その他の取引を公正ならしめ、かつ、有価証

券の流通を円滑ならしめることを目的とする」

（２）金商法と証券取引法における目的規定の差

異について

金商法 条を分解すると、

（１）企業内容等の開示の制度を整備すること、

（２）金融商品取引業を行う者に関し必要な事項

を定めること、

（３）金融商品取引所の適切な運営を確保するこ

と等

証券取引法（以下「証取法」という。）の時代に

は規定されていなかった法律目的の達成手段を金

研究ノート

土地総合研究 2018年夏号 179



商法では目的規定の中に上記（１）～（３）の文

言により具体的に記述したこと、および三つの目

的達成手段のうち、「企業内容等の開示の制度の整

備」を重要性が最も高いと見て、第一順位に位置

づけたことが特徴である。

その上で、金商法の直接目的として、証取法の

時代から目的規定として明記されていた

（１）「有価証券の発行及び金融商品等の取引等を

公正にする」（証取法では「有価証券の発行

及び売買その他の取引を公正ならしめる」）

（２）「有価証券の流通を円滑にする」（証取法で

は「有価証券の流通を円滑ならしめる」）

に加えて、金商法では証取法の目的規定には言及

されていなかった

（３）「資本市場の機能の十全な発揮による金融商

品等の公正な価格形成を図る」

が新たに加わり、最後に究極の目的については、

（４）証取法の時代の条文と同趣旨の

①「国民経済の健全な発展」（証取法では「国

民経済の適切な運営」）及び

②「投資者の保護」（証取法では「投資家の保

護」）

が明文化されている。

また、証取法には明記されていなかったが、金

商法では、投資者の保護及び市場機能の向上を図

る上で大きな役割を果たす「金融商品取引業者」

という市場のプレーヤーについて必要な事項を定

め、並びに「金融商品取引所」という取引市場の

場及びその適正な運営を確保すべきことが、目的

規定において明示的に取り上げられている。

このように金商法と証取法とを比較すると、金

商法に「市場機能の十全の発揮による金融商品等

の公正な価格形成を図る」が新たに直接の目的規

定に加わっていることが注目点であり、市場の価

格形成機能を有効にワークさせ、相場操縦などに

よって生じる人為的な行為の影響を排し、市場価

格が競争的に形成されることによってはじめて投

資者や市場参加者のニーズに応えることが可能と

なることから、そのためには、金融商品取引業の

主たる取引の場となる金融商品取引所において、

「企業などの有価証券の発行者に、投資判断にと

って重要な情報を強制的に開示させることによっ

て、市場の効率性を高めることが必要である」と

黒沼悦郎氏がその著「金融商品取引法入門」（

年、日本経済新聞出版社）で指摘している金商法

を貫く思想がここに感ぜられる。各般の取引にお

いて市場機能が広く活用されるべきことは論を待

たないが、他の法律の条文にはほとんど登場する

ことのない「市場機能の十全な発揮」という文言

が金商法の目的規定に明確に登場していることは、

資本市場における市場メカニズムの発揮が言葉で

言うほど簡単なものではないという立法事実を示

しているとともに、金商法において、市場メカニ

ズムを活用した法の実現を目指し、エンフォース

メント機能の強化を図ろうとする強い意図を感じ

取ることが出来ると思う。

（宅地建物取引の特性と宅建業法１条の目的規定

―市場機能の発揮は明示されていないー）

既存宅地建物取引は売買等の媒介委託、取引条

件の調整、売渡承諾書・買付証明書の授受、重要

事項説明書の交付・説明、売買契約書の作成、代

金の融資手続、土地の境界確認、登記・引渡手続

等、取引交渉から履行完結に至るまで相当の時間

と様々な手順を踏んで進められる。宅地建物取引

が適正かつ安全に行われるためには、当該物件に

関する多様な情報が特に買主等に正確に提供され、

当事者が契約内容や契約手続を十分に理解した上

で契約が締結されることが重要である。こうした

基本認識のもとで宅建業法の 条の目的規定は次

のように記述されている。

「この法律は、宅地建物取引業を営む者につい

て免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制

を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地

及び建物の取引の公正を確保するとともに、宅地

建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者

                                                      
宅建業法が「宅建業の健全な発達」を昭和 年改正

の際に、 条の目的規定に追加してから 年近くの年

月が経過するが、 条の目的規定に合わせて、宅建業法

条の 第 項に「宅地建物取引業保証協会は宅地建
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商法では目的規定の中に上記（１）～（３）の文

言により具体的に記述したこと、および三つの目

的達成手段のうち、「企業内容等の開示の制度の整

備」を重要性が最も高いと見て、第一順位に位置

づけたことが特徴である。

その上で、金商法の直接目的として、証取法の

時代から目的規定として明記されていた

（１）「有価証券の発行及び金融商品等の取引等を

公正にする」（証取法では「有価証券の発行

及び売買その他の取引を公正ならしめる」）

（２）「有価証券の流通を円滑にする」（証取法で

は「有価証券の流通を円滑ならしめる」）

に加えて、金商法では証取法の目的規定には言及

されていなかった

（３）「資本市場の機能の十全な発揮による金融商

品等の公正な価格形成を図る」

が新たに加わり、最後に究極の目的については、

（４）証取法の時代の条文と同趣旨の

①「国民経済の健全な発展」（証取法では「国

民経済の適切な運営」）及び

②「投資者の保護」（証取法では「投資家の保

護」）

が明文化されている。

また、証取法には明記されていなかったが、金

商法では、投資者の保護及び市場機能の向上を図

る上で大きな役割を果たす「金融商品取引業者」

という市場のプレーヤーについて必要な事項を定

め、並びに「金融商品取引所」という取引市場の

場及びその適正な運営を確保すべきことが、目的

規定において明示的に取り上げられている。

このように金商法と証取法とを比較すると、金

商法に「市場機能の十全の発揮による金融商品等

の公正な価格形成を図る」が新たに直接の目的規

定に加わっていることが注目点であり、市場の価

格形成機能を有効にワークさせ、相場操縦などに

よって生じる人為的な行為の影響を排し、市場価

格が競争的に形成されることによってはじめて投

資者や市場参加者のニーズに応えることが可能と

なることから、そのためには、金融商品取引業の

主たる取引の場となる金融商品取引所において、

「企業などの有価証券の発行者に、投資判断にと

って重要な情報を強制的に開示させることによっ

て、市場の効率性を高めることが必要である」と

黒沼悦郎氏がその著「金融商品取引法入門」（

年、日本経済新聞出版社）で指摘している金商法

を貫く思想がここに感ぜられる。各般の取引にお

いて市場機能が広く活用されるべきことは論を待

たないが、他の法律の条文にはほとんど登場する

ことのない「市場機能の十全な発揮」という文言

が金商法の目的規定に明確に登場していることは、

資本市場における市場メカニズムの発揮が言葉で

言うほど簡単なものではないという立法事実を示

しているとともに、金商法において、市場メカニ

ズムを活用した法の実現を目指し、エンフォース

メント機能の強化を図ろうとする強い意図を感じ

取ることが出来ると思う。

（宅地建物取引の特性と宅建業法１条の目的規定

―市場機能の発揮は明示されていないー）

既存宅地建物取引は売買等の媒介委託、取引条

件の調整、売渡承諾書・買付証明書の授受、重要

事項説明書の交付・説明、売買契約書の作成、代

金の融資手続、土地の境界確認、登記・引渡手続

等、取引交渉から履行完結に至るまで相当の時間

と様々な手順を踏んで進められる。宅地建物取引

が適正かつ安全に行われるためには、当該物件に

関する多様な情報が特に買主等に正確に提供され、

当事者が契約内容や契約手続を十分に理解した上

で契約が締結されることが重要である。こうした

基本認識のもとで宅建業法の 条の目的規定は次

のように記述されている。

「この法律は、宅地建物取引業を営む者につい

て免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制

を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地

及び建物の取引の公正を確保するとともに、宅地

建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者

                                                      
宅建業法が「宅建業の健全な発達」を昭和 年改正

の際に、 条の目的規定に追加してから 年近くの年

月が経過するが、 条の目的規定に合わせて、宅建業法

条の 第 項に「宅地建物取引業保証協会は宅地建

等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化と

を図ることを目的とする」（図表 ）。

次に金商法、旧証取法と宅建業法との手段・目

的規定を比較して整理しておく。金商法に存在す

                                                                                
物取引業の健全な発展のため必要な業務を行うことが

できる」旨の規定が創設され、宅建業者の業務処理態様

の改善及び資質の向上等の業務を宅地建物取引業保証

協会に行わせることとした。そのため、宅地建物取引業

保証協会の弁済業務保証金準備金を取り崩し、宅建業の

健全な発達に寄与する事業に出損できることとされた

が、その後どのような努力が払われ、どのような成果が

得られたのかが必ずしも明確ではない。政策努力の検証

が必要であると思われる。 

る「企業内容等の開示」、「金商取引所の適切な運

営の確保」、「市場機能の十全な発揮による商品の

公正な価格形成」、「国民経済の健全な発達」に対

応する規定が宅建業法にはないことがわかる（図

表 ）。以下の各論に述べるように、金商法との

対比において指摘が可能な宅建業法の持つ課題は、

この目的規定の空白部分に起因するものが多い。

宅建業法の目的規定には、取引される宅地建物に

係る各種の情報開示を通じて、のちに述べる指定

流通機構が市場機能の十全な発揮を通じて公正な

価格形成の場となり、国民経済の健全な発達に寄

与する旨が明記され、その解決に向けた政策の道

・免許制度の実施

・事業に対する必要な規制

・業務の適正な運営確保

・宅地建物取引の公正確保

・宅地建物取引業の健全な発

達の促進

・購入者等の利益の保護

・宅地建物の流通の円滑化

（図表 ）宅建業法１条の目的規定の構造

目的達成手段 直接目的 究極目的

（図表 ）金商法、旧証取法、宅建業法の手段・目的規定の比較

金商法 旧証取法 （参考）宅建業法

手段 ・企業内容等の開示 なし 対応する規定なし

・金商業者に関して必要な事

項を定める

なし 宅建業者の免許制度

と規制に関する事項

・金商取引所の適切な運営の

確保

なし 対応する規定なし

直接目的 ・有価証券の発行及び金融商

品等の取引等を公正にする

有価証券の発行及び売買そ

の他の取引の公正

宅地・建物の取引の

公正

・有価証券の流通円滑化 有価証券の流通円滑化 （「宅地・建物の流通円

滑化」は究極目的）

・市場機能の十全な発揮によ

る商品の公正な価格形成

なし 対応する規定なし

・宅建業の業務の適正な

運営

・宅建業の健全な発達

究極目的 ・国民経済の健全な発達 国民経済の適切な運営 対応する規定なし

・投資者の保護 投資者の保護 購入者等の利益の保護

宅地・建物の流通円滑化
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筋がつけられることが期待される。さらに宅建業

法は時代の変化に即してかなり頻繁に手段・目的

規定を変更してきたことがわかる。手段について

は、事業の取締から業務の規制、さらに免許制へ

と主軸を移し、直接目的については、昭和 年代

から昭和 年代にかけて、宅建業法制定当初から

存在した「業務の適正な運営」に、「宅地建物取引

の公正確保」、「宅地建物取引業の健全な発達」を

加えている。また究極目的としては同じく昭和

年代から昭和 年代にかけて「購入者等の利益の

保護」、「宅地建物流通の円滑化」の二項目に整理

された（図表 ）。

（図表 ）宅建業法１条の手段・目的規定の改正年次ごとの変遷

昭和 年 昭和 年 昭和 年 昭和 年 昭和 年

立法事実 ・深刻な住宅難

・悪質業者横行

・経済の復興

・住宅需要の拡

大

・宅地建物取引

の活発化

・不動産需要の

急激な拡大

・住替需要増加

・不動産市場整

備の要請

手段 ・登録制度

・事業取締

・業務規制 免許制度 （追加なし） （追加なし）

目的 直接

目的

・業務の適正な

運営

（追加なし） （追加なし） ・業務の適正な

運営

＋宅地建物取引

の公正確保（昭

和 年究極目

的の振替）

・業務の適正な

運営

・宅地建物取引

の公正確保

＋宅地建物取引

業の健全な発達

究極

目的

＋宅地建物取引

の公正確保

＋購入者等の利

益の保護

＋宅地建物流通

の円滑化

・購入者等の利

益の保護

・宅地建物流通

の円滑化

（注）１．＋で示したアンダーラインは、その時点での法改正による追加項目を示す。

２．図表１ 、 、 とも、金融商品取引法及び宅地建物取引業法の規定を基に土地総合研究所が作成。

３．金商法の規定する究極目的「国民経済の健全な発達」に対応する規定が宅建業法の究極目的規定には存在

しないが、既存住宅取引が品質の低い物件中心のいわゆるレモン市場であり、新築住宅が木造の場合、

年程度の期間の経過により市場価値がなくなること、情報の欠如・不足により購入者が瑕疵物件をそれが

ないものとして値付けされた市場価格で売買される事例があることなどは、事実上、回収不能なサンクコ

ストを発生させ、実質的に国民経済の健全な発達を妨げていると見ることができる。宅建業法の目的規定

にも国民経済の健全な発達の観点からの目標を明示し、対応する政策が講じられることが期待される。

４ 「購入者等の利益に保護」は、売買における買主が、予期せぬ瑕疵や不測の損害を強いられることのないよ

う、これを避けるために必要な究極目的規定である。

２．情報開示

（金商法が有価証券に関する情報開示を求める理

由について）

金商法は、金商業の事業開始・事業継続に際し

て、商品を扱う企業内容や商品に関する情報を有

価証券届出書・有価証券報告書などの開示資料と

して内閣総理大臣に提出することを求めている。

情報の開示制度を設ける第一の理由は、企業情

報の開示がなければ、企業は資金需要者として、

有利な条件は自主的に開示して、競争市場におい

て有利な資金調達を試みようとする一方、都合の

悪い情報を隠す傾向が避けられないことである。

このため、企業に企業内容等に関する情報の開示

義務を課すことにより、有価証券の勧誘を受ける

土地総合研究 2018年夏号182



筋がつけられることが期待される。さらに宅建業

法は時代の変化に即してかなり頻繁に手段・目的

規定を変更してきたことがわかる。手段について

は、事業の取締から業務の規制、さらに免許制へ

と主軸を移し、直接目的については、昭和 年代

から昭和 年代にかけて、宅建業法制定当初から

存在した「業務の適正な運営」に、「宅地建物取引

の公正確保」、「宅地建物取引業の健全な発達」を

加えている。また究極目的としては同じく昭和

年代から昭和 年代にかけて「購入者等の利益の

保護」、「宅地建物流通の円滑化」の二項目に整理

された（図表 ）。

（図表 ）宅建業法１条の手段・目的規定の改正年次ごとの変遷

昭和 年 昭和 年 昭和 年 昭和 年 昭和 年

立法事実 ・深刻な住宅難

・悪質業者横行

・経済の復興

・住宅需要の拡

大

・宅地建物取引

の活発化

・不動産需要の

急激な拡大

・住替需要増加

・不動産市場整

備の要請

手段 ・登録制度

・事業取締

・業務規制 免許制度 （追加なし） （追加なし）

目的 直接

目的

・業務の適正な

運営

（追加なし） （追加なし） ・業務の適正な

運営

＋宅地建物取引

の公正確保（昭

和 年究極目

的の振替）

・業務の適正な

運営

・宅地建物取引

の公正確保

＋宅地建物取引

業の健全な発達

究極

目的

＋宅地建物取引

の公正確保

＋購入者等の利

益の保護

＋宅地建物流通

の円滑化

・購入者等の利

益の保護

・宅地建物流通

の円滑化

（注）１．＋で示したアンダーラインは、その時点での法改正による追加項目を示す。

２．図表１ 、 、 とも、金融商品取引法及び宅地建物取引業法の規定を基に土地総合研究所が作成。

３．金商法の規定する究極目的「国民経済の健全な発達」に対応する規定が宅建業法の究極目的規定には存在

しないが、既存住宅取引が品質の低い物件中心のいわゆるレモン市場であり、新築住宅が木造の場合、

年程度の期間の経過により市場価値がなくなること、情報の欠如・不足により購入者が瑕疵物件をそれが

ないものとして値付けされた市場価格で売買される事例があることなどは、事実上、回収不能なサンクコ

ストを発生させ、実質的に国民経済の健全な発達を妨げていると見ることができる。宅建業法の目的規定

にも国民経済の健全な発達の観点からの目標を明示し、対応する政策が講じられることが期待される。

４ 「購入者等の利益に保護」は、売買における買主が、予期せぬ瑕疵や不測の損害を強いられることのないよ

う、これを避けるために必要な究極目的規定である。

２．情報開示

（金商法が有価証券に関する情報開示を求める理

由について）

金商法は、金商業の事業開始・事業継続に際し

て、商品を扱う企業内容や商品に関する情報を有

価証券届出書・有価証券報告書などの開示資料と

して内閣総理大臣に提出することを求めている。

情報の開示制度を設ける第一の理由は、企業情

報の開示がなければ、企業は資金需要者として、

有利な条件は自主的に開示して、競争市場におい

て有利な資金調達を試みようとする一方、都合の

悪い情報を隠す傾向が避けられないことである。

このため、企業に企業内容等に関する情報の開示

義務を課すことにより、有価証券の勧誘を受ける

者（潜在的な投資者）が有価証券に関する情報や

発行者の企業内容などについて正確な情報を容易

に知り得るようにする必要がある。情報が不足し

ていたり、正確な情報に基づいた投資決定が行わ

れなければ、市場原理に基づいた企業の資金調達

が行われず、市場は限りある資金を効率的に配分

することができないからである。

第二に、情報開示の方法を法定し、開示内容の

標準化・共通化が図られることは、開示すべき情

報、開示方法の標準化につながり、商品や関係企

業間の比較が容易になるという効果がある。この

ため、金商法では、金融商品や企業の比較可能性

を高めるため、各種の開示書類の様式や記載上の

注意事項を定めている。もし、これを企業の自主

性に委ねたとすれば、開示情報の種類・内容及び

開示方法の方式の統一は期待できない。情報の比

較可能性を維持するため、強制的な開示ルールの

法定はこの意味で重要である。

第三に、難解な内容の多い情報開示は一般の投

資者にとっては、必ずしも直接的な利益をもたら

さないようにも思われるが、開示情報をベースと

して、証券アナリストや投資アドバイザーなどの

分析や評価が様々なルートを通じて世の中に伝播

し、有価証券の市場価格に反映されることも情報

開示のもたらす間接的な効果であろう。

第四に、適切な情報が購入者側に提供されるこ

とは取引条件の設定に際して購入者側の要求する

リスクプレミアムを抑制することに資するととも

に、有価証券の発行条件の改善などを通じて発行

者側のメリットにもつながり、この面からも情報

開示規制は理に叶うものであろう。

（参考）投資に係る情報は投資・購入により利

益を受ける主体がコストを払い入手すればよい

という意見もあるが、売買関係者間で保有でき

る情報量に格差がある場合に、投資者・購入者

の負担するコストは非常に大きいものになる。

フランクリン・ルーズベルト大統領は、 年

月 日の有価証券の発行者に情報の継続開示

を義務づけた連邦証券法案の議会への提案理由

説明において、「この提案は古くからの「買主注

意せよ」（ （ラテン語）⇒英語で

は ）のルールに、「売主

もまた注意せよ」という原則を付加し、売主に

完全な真実を語る義務を課す取引ルールの変更

を意味する新しいルールであり、正直な証券取

引を促し、それによって公衆の信頼を取り戻す

ものである」と述べており（栗原脩「金融商品

取引法入門」（一般社団法人金融財政事情研究会、

年） 頁）、連邦証券法のデスクロージャ

ー思想を端的に表現するものとして、しばしば

引用されるところとなっている。

（情報開示という視点から見た宅建業法）

宅建業法において、既存住宅の流通促進を図る

ための取引市場として、金商法の金融商品取引所

と同じように重要な意味を持っているのが、既存

住宅取引の中核的役割を担う指定流通機構（

＝ ）、以

下「レインズ」という。）である。不動産流通の円

滑化のためには、売買対象となる既存住宅物件が

同一需給圏を形成する市場ごとに集約され、競争

売買により相場形成が行われる市場の存在が不可

欠であり、そのような市場の制度的な基盤を整備

することが極めて重要な課題である。レインズに

期待されているのは、宅建業者が物件の売買を専

属専任媒介契約又は專任媒介契約により受託した

場合に、遅滞なくレインズに当該物件を登録をす

ることにより、他の宅建業者からの物件情報への

アクセスを容易にすることを通じて、物件情報が

業者間で共有され、広範囲に取引の相手方を探索

することができるようにすることにある。これに

より、迅速な成約を促進し、委託者の利益に資す

ると同時に透明な不動産流通市場において適正な

取引価格が形成され、購入者が安心して取引に応

じられる信頼に足る不動産市場を整備することが

できる。そのために必要となるレインズに係る規

律が、宅建業法では 条の の ～ 条の の

に置かれている。

                                                      
レインズは登録業務規程を定め、国土交通大臣の認可
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（レインズの生い立ち）

ここでレインズの生い立ちを見ておこう。レイ

ンズは平成 年の宅建業法改正により導入され

た媒介契約制度を効率的に機能させるための重要

なツールと位置づけられ、不動産流通事業者間の

情報交換市場として、当初は業界 団体による認

定流通機構として発足し、昭和 年末の段階では

その数が全国で を超えていた。しかし、所期

の目的を十分に果たすには至らなかったため、昭

和 年の宅建業法改正では、平成 年 月 日に

施行されることになる専属専任媒介契約制度を創

設して、当該契約に係る受託業者にレインズへの

媒介受託物件を登録させることを義務付け、首都

圏、近畿圏、中部圏、その他の地方圏ごとに合計

の流通機構が設けられた。その際、既に昭和

年の宅建業法改正により創設（施行は昭和 年

月 日）されていた専任媒介契約に係る業務受託

業者については、委託者の自己発見取引が許容さ

れるという制度的な曖昧さもあり、レインズへの

登録義務を負わないという中途半端な位置づけの

ものとなった。

しかし、平成 年の宅建業法改正により、専属

専任媒介契約だけではなく、専任媒介契約につい

ても、当該契約に係る業務受託業者にレインズへ

の媒介受託物件を登録することが宅建業法上の義

務として規定されるとともに、レインズ自体に宅

建業法上、法定の明確な位置づけを与える改正が、

平成 年 月 日に施行された。宅建業法は国土

交通大臣が一定の要件を満たすレインズをその者

の同意を得て指定し、その業務の適正な遂行を確

保するための所要の監督規定を置いている。現在、

東日本、中部圏、近畿圏、西日本の つの公益法

人が指定されている。

                                                                                
を受けなければならず、国土交通大臣は、登録業務規程

が登録業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと

認めるときは、レインズに対し、その登録業務規程の変

更を命じることができる（ 条の ）、レインズは、登

録された宅地建物について、毎月の売買又は交換の契約

に係る件数その他国交省令で定める事項を公表しなけ

ればならない（ 条の ）、国土交通大臣は業務の適正

な実施確保するため、必要があると認めるときは、監督

上の命令が出せる（ 条の ）等が定められている。

（不十分に留まるレインズの機能）

既存住宅を含め、宅地建物の購入者は、自力で

は、権利関係、占有状態、瑕疵、隣地との境界、

修繕履歴等取引物件の性状の的確な把握を行うこ

とは困難である場合が多い。そこで、多くの場合

に売買を媒介する宅建業者は、当該物件が取引に

支障のある物件であるか否かを調査し、その権利

関係、占有状態等の事項を購入者に説明する。し

かし、媒介業者も当該物件を所有・居住している

わけではないので、権利関係や性状を十分把握、

調査しないまま不十分な説明をし、物件の引き渡

し後に契約不適合の問題が顕在化し、紛争に発展

する場合も少なくない。

また、売主の側でも、売却に当たり不利と思わ

れる自己に都合の悪い事情を伏せたり、故意に虚

偽の説明をする場合もある。更に媒介業者が、買

主側の購入意欲の減退を恐れて、買主側に都合の

悪い事情の説明を差し控え、あるいは曖昧にしか

説明しないこともしばしば起こる。

これらは既存住宅売買に内在する自分に不利な

取引は回避したいという人間心理に起因する構造

的な問題であり、取引主体の自由な契約に委ねて

おけば、情報の取得・入手能力が低く、交渉力も

劣る買主側とそれらについて相対的に優位な地位

に立つ売主側との間には、多かれ少なかれ格差が

残ると考えるべきである。現に、既存住宅の購入

後にトラブルに遭遇する買主の割合は依然かなり

高いものがあり、不動産取引市場が未だ満足すべ

き状況にはない事実を看過すべきではない（図表

２）。

（参考）売主サイドにインスペクションを通じ

た品質、性能等の情報開示義務を課すよりも、

行政等がモニターした情報を購入者が誰でも利

用できる制度の仕組みを整備する方が効率的で

あるという代表仮説という考え方がある。また、

売主側の情報開示を強制しても、開示のインセ

ンティブが働かない以上、買主側の負担で情報

                                                      
Ｍ．ドゥワトリボン＝Ｊ・チィロール著「銀行規制の

新潮流」（東洋経済新報社、 年、北村行伸、渡辺努

訳）
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（レインズの生い立ち）

ここでレインズの生い立ちを見ておこう。レイ

ンズは平成 年の宅建業法改正により導入され

た媒介契約制度を効率的に機能させるための重要

なツールと位置づけられ、不動産流通事業者間の

情報交換市場として、当初は業界 団体による認

定流通機構として発足し、昭和 年末の段階では

その数が全国で を超えていた。しかし、所期

の目的を十分に果たすには至らなかったため、昭

和 年の宅建業法改正では、平成 年 月 日に

施行されることになる専属専任媒介契約制度を創

設して、当該契約に係る受託業者にレインズへの

媒介受託物件を登録させることを義務付け、首都

圏、近畿圏、中部圏、その他の地方圏ごとに合計

の流通機構が設けられた。その際、既に昭和

年の宅建業法改正により創設（施行は昭和 年

月 日）されていた専任媒介契約に係る業務受託

業者については、委託者の自己発見取引が許容さ

れるという制度的な曖昧さもあり、レインズへの

登録義務を負わないという中途半端な位置づけの

ものとなった。

しかし、平成 年の宅建業法改正により、専属

専任媒介契約だけではなく、専任媒介契約につい

ても、当該契約に係る業務受託業者にレインズへ

の媒介受託物件を登録することが宅建業法上の義

務として規定されるとともに、レインズ自体に宅

建業法上、法定の明確な位置づけを与える改正が、

平成 年 月 日に施行された。宅建業法は国土

交通大臣が一定の要件を満たすレインズをその者

の同意を得て指定し、その業務の適正な遂行を確

保するための所要の監督規定を置いている。現在、

東日本、中部圏、近畿圏、西日本の つの公益法

人が指定されている。

                                                                                
を受けなければならず、国土交通大臣は、登録業務規程

が登録業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと

認めるときは、レインズに対し、その登録業務規程の変

更を命じることができる（ 条の ）、レインズは、登

録された宅地建物について、毎月の売買又は交換の契約

に係る件数その他国交省令で定める事項を公表しなけ

ればならない（ 条の ）、国土交通大臣は業務の適正

な実施確保するため、必要があると認めるときは、監督

上の命令が出せる（ 条の ）等が定められている。

（不十分に留まるレインズの機能）

既存住宅を含め、宅地建物の購入者は、自力で

は、権利関係、占有状態、瑕疵、隣地との境界、

修繕履歴等取引物件の性状の的確な把握を行うこ

とは困難である場合が多い。そこで、多くの場合

に売買を媒介する宅建業者は、当該物件が取引に

支障のある物件であるか否かを調査し、その権利

関係、占有状態等の事項を購入者に説明する。し

かし、媒介業者も当該物件を所有・居住している

わけではないので、権利関係や性状を十分把握、

調査しないまま不十分な説明をし、物件の引き渡

し後に契約不適合の問題が顕在化し、紛争に発展

する場合も少なくない。

また、売主の側でも、売却に当たり不利と思わ

れる自己に都合の悪い事情を伏せたり、故意に虚

偽の説明をする場合もある。更に媒介業者が、買

主側の購入意欲の減退を恐れて、買主側に都合の

悪い事情の説明を差し控え、あるいは曖昧にしか

説明しないこともしばしば起こる。

これらは既存住宅売買に内在する自分に不利な

取引は回避したいという人間心理に起因する構造

的な問題であり、取引主体の自由な契約に委ねて

おけば、情報の取得・入手能力が低く、交渉力も

劣る買主側とそれらについて相対的に優位な地位

に立つ売主側との間には、多かれ少なかれ格差が

残ると考えるべきである。現に、既存住宅の購入

後にトラブルに遭遇する買主の割合は依然かなり

高いものがあり、不動産取引市場が未だ満足すべ

き状況にはない事実を看過すべきではない（図表

２）。

（参考）売主サイドにインスペクションを通じ

た品質、性能等の情報開示義務を課すよりも、

行政等がモニターした情報を購入者が誰でも利

用できる制度の仕組みを整備する方が効率的で
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Ｍ．ドゥワトリボン＝Ｊ・チィロール著「銀行規制の
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インスペクションの告知義務制度は、売主・買主
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力な手法となることは確かであるが、単発の対策
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月閣議決定）が定める既存住宅流通の活性化目標

（図表３）を達成することはできないであろう。

                                                      
平成 年 月に今回導入された売買の媒介に係るイ

ンスペクション制度については、売主側には売却物件に

係る物件告知書の調査・作成が何ら法的位置づけを与え

られないまま、インスペクション制度が単独の片肺飛行

を余儀なくされている。関連情報の有効利用、集約化と

いう観点から、売却物件の現況情報・修繕履歴情報をは

（図表２）既存住宅購入後のトラブル

（注）国土交通省「インスペクションガイドラインについて」（平成 年）による。
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（図表３）住生活基本計画における成果目標指標

既存住宅流通の市場規模 兆円（Ｈ ）

⇒ 兆円（Ｈ ）

既存住宅流通量中既存住宅売

買瑕疵保険への加入住宅割合

％（Ｈ ）

⇒ ％（Ｈ ）

（注）国土交通省「住生活基本計画成果目標数値」（平

成 年 月）による。

レインズには、既存住宅売買に係る売主・買主

間の情報の非対称性の解消、オークション機能を

通じた競争的な取引価格の形成を促進する役割が

期待され、理念的には、金商法の金融商品取引所

と同様に、既存住宅取引を円滑化するうえで、中

核的な機能を発揮することが求められると考えら

れるが、平成 年に宅建業法上の位置づけを与え

られてから 年以上の期間が経過する中で、取引

情報の充実は質・量ともに不十分なまま取引量が

低迷した状態が継続しており、レインズの設置目

的が十分に達成されているとは言えない状況であ

る。レインズが既存住宅取引の中核として果たす

べき機能の十全な発揮は、今後に残された大きな

政策課題であり、既存住宅取引の円滑化のために、

備えるべきレインズの市場条件とは何かを改めて

捉え直し、制度設計の再構築を図る必要がある。

レインズの情報開示の最終的な目標は購入者等

の利益の保護であり、購入者の物件選択を効率的

に行わせる上で、必須項目である価格、專有面積、

住所、間取り、取引形態に加えて、増改築・修繕

履歴、耐震性のほか教育・医療・地盤の地震危険

度などの周辺環境情報など、購入の意思決定に大

きな影響を与える関連情報をレインズデータのプ

ラットフォームへの入力義務対象項目に取り込み、

米国の （ ）を先進事

例として早期に総合的なデータベースのオープン

データ化への道を開くことが望ましいと考える。

                                                                                
じめとした、売買に伴う売主側の情報提供義務の強化が

検討されるべきであろう。

（一般社団法人金融

財政事情研究会）において、賀籐浩徳氏は「世界の不動

産取引市場を比較しよう」の紹介論文の中で、取引の透

明性、物件調査の容易性を高め、国内の取引量を活発化

させるため、米国の のような情報開示システムを日

宅建業者間の競争力は、閉じられた情報の取得

の有無・先後で決まるのではなく、オープンデー

タをベースとした異時点間の不動産価値の精度の

高い予測や、持続的で良質な維持管理サービスの

提供などの優劣によって決まることが望ましい。

その際、事業者の受けた過去の行政処分情報、

業務成績・格付に基づく格付情報、財務・業務成

績・人的構成情報、宅建業法に基づく保険金・供

託金の状況に関する情報などが開示の対象に加え

られるべきであるほか、今日の情報技術の発達に

より作り出された個人が自由に発信できる情報媒

体 （ソーシャルネットワークサービス）など

を通じて、これまでは明らかにならなかった不特

定多数の国民による媒介事業者に対する評価情報

を活用することも可能になっており、媒介事業者

の将来の業務成績に影響する国民の評価を開示情

報に織り込んでいくことも検討すべきである。

（レインズには登録違反事案が存在）

宅建業法においては、一般媒介契約の受託物件

のレインズへの登録は義務づけられていない（任

意にレインズ登録される一般媒介物件は少なくな

い）。

しかし、登録が義務づけられる專任媒介契約や

專属專任媒介契約に係る媒介物件でも物件情報の

登録を意図的に回避する事例があることに加え、

登録後の問い合わせに対し、商談中であることを

理由に紹介が拒否され、事実上非公開の状態で囲

い込まれ、いわゆる両手仲介に付される事例、買

手がついた段階で、媒介契約方式を意図的に一般

媒介に切り替えて、レインズへの成約情報の報告

が回避される事例などがあると言われている。

                                                                                
本でも見習ってほしいと述べている。

こうした批判にこたえるため、レインズは、平成

年 月から、物件情報項目に登録物件の取引状況を示す

「ステータス管理」を導入し、レインズ登録物件の取引

状態を「公開中」、「書面による購入申し込みあり」、「売

主都合で一時紹介停止中」の 種類に区分して表示でき

るようにした。「売主都合で一時紹介停止中」は、売主

の意向若しくは売主の了解を得た上で表示され、これら

の取引状況は売主が直接インターネット上で確認でき

ることとされている。しかしこれによりレインズへの媒
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（図表３）住生活基本計画における成果目標指標
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專属專任媒介契約に係る媒介物件でも物件情報の

登録を意図的に回避する事例があることに加え、

登録後の問い合わせに対し、商談中であることを

理由に紹介が拒否され、事実上非公開の状態で囲

い込まれ、いわゆる両手仲介に付される事例、買

手がついた段階で、媒介契約方式を意図的に一般

媒介に切り替えて、レインズへの成約情報の報告

が回避される事例などがあると言われている。

                                                                                
本でも見習ってほしいと述べている。

こうした批判にこたえるため、レインズは、平成

年 月から、物件情報項目に登録物件の取引状況を示す

「ステータス管理」を導入し、レインズ登録物件の取引

状態を「公開中」、「書面による購入申し込みあり」、「売

主都合で一時紹介停止中」の 種類に区分して表示でき

るようにした。「売主都合で一時紹介停止中」は、売主

の意向若しくは売主の了解を得た上で表示され、これら

の取引状況は売主が直接インターネット上で確認でき

ることとされている。しかしこれによりレインズへの媒

（レインズ登録義務違反行為は行政処分のみ）

レインズへの登録義務違反行為は、金商法が禁

止する見せかけの相場操縦と類似の行為とも見る

ことができ、金商法は、相場操縦行為が市場の機

能確保と投資者の保護という金商法の目的に反す

るものであるため、違反者には行政処分のほか刑

事罰や課徴金納付命令、さらには被害を受けた投

資者に対する損害賠償請求を容易にするための特

別規定が設けられている。他方、宅建業法では、

これらに違反する行為に対しては、行政処分があ

るのみで、罰則の対象にならないのは、金商法と

の対比において、エンフォースメント機能の確保

の面で均衡を欠いているように思われる（図表４）。

（見逃されている両手仲介について）

媒介業者が売買の当事者の一方から媒介を受託

する業務を片手仲介、売買等の当事者双方から同

時に媒介を受託する業務を両手仲介という。宅建

業法は、媒介業者が売買等の契約の両当事者から

同時に媒介を受託し、成約後に双方から報酬を受

領することを明確には禁止していない。しかし、

媒介契約の趣旨を勘案すれば、媒介業者が利害の

対立する当事者双方に対し、等しく忠実義務を尽

くすことは困難であり、成約のためにいずれか一

方の委託者の利益を優先することが利益相反行為

になりかねないばかりか他方の委託者への忠実義

務に違反する恐れが強い。両手仲介では、売主側、

買主側双方の委託者利益を同時に充足させること

ができない以上、媒介業者としては最低限委託者

双方に対しその旨を説明し了解を得るか、少なく

とも受託事業者内での媒介受託担当業務を売主、

買主別に分離させるなど利益相反を抑止する措置

を講ずることが必要であり、最終的には業務の透

明性を確保するため、仲介の概念から両手仲介を

排除することが必要ではないかと考えられる。

                                                                                
介物件登録が正常化する保証はない。

この項は、岡本正治・宇仁美咲共著「改訂版、宅地建

物取引業法」（大成出版社）の関連記述の骨子を引用。

媒介業者が、両手仲介を行うとすれば、その事実を両委

託者に告知してその旨を説明し、了解を得ることとすべ

きである。または場合により、少なくとも同一の媒介業

（図表４）指定流通機構 レインズ に関し、宅建

業法 条の が媒介業者に課している情報開示関

連の規律（番号①～⑩は条文の項数に対応）。

①媒介契約の書面化、交付義務

②価額、評価額について意見を述べるときの根拠

明示義務

③媒介契約の有効期間は上限 か月を超えられ

ない義務

④媒介契約は更新可能

⑤媒介契約対象物件については、レインズに一定

期間内（ 日、 日）に所在、規模、形質、売

買すべき価額、その他国土交通省令で定める事

項（都市計画法その他の法令に基づく制限で主

要なもの、当該宅地建物の評価額、専属専任媒

介契約である場合はその旨）の登録義務

⑥レインズへの登録を証する書面の遅滞なき依

頼者への交付義務

⑦登録に係る宅地建物の売買・交換の契約が成立

した場合の遅滞なきレインズへの通知義務

⑧媒介契約の目的物である宅地建物の売買・交換

の申込みに対し、媒介契約を締結をした宅建業

者の依頼者に対する遅滞なき報告義務

⑨專任媒介契約の業務処理状況について、専任媒

介契約の場合は 週間に 回以上、また、専属

専任媒介契約の場合は 週間に 回以上の依頼

者に対する報告義務

⑩③～⑥及び⑧、⑨の規定に反する特約は無効

（迅速さを欠くレインズ登録の仕組み）

現在の宅建業法 条の 、 項に基づく規則

条の では、専属専任媒介契約、專任媒介契約に

                                                                                
者の組織内において、売主側、買主側それぞれの受託媒

介担当を分けるなどして両手仲介の利益相反性を薄め

る努力をすべきである。これらを定めるルールベースの

規制が当面難しいのであれば、コンプライ・オア・エク

スプレイン（遵守しない場合には遵守しない理由を自ら

説明する）の義務を事業者に課するソフト・ロー方式の

規制を導入するなどして、画一的な規制はしないものの、

その理由を買主に対する重要事項説明書に明記させ、正

当な理由が説明できない限り、両手仲介を差し控えさせ

る方向に誘導する方策を検討したらどうであろう。

平成 年の宅建業法の改正により、 条の 第 項

が追加され「媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、

当該媒介契約の目的物である宅地建物な売買又は交換

の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に

報告しなければならない」が明文化された。
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係る登録物件のレインズへの登録期間が、それぞ

れ契約締結から 日以内、 日以内（いずれも休

業日数は算入しない）と定められているが、抜本

的な短縮化が必要である。米国では （

）登録までの期間は、州

法により媒介契約後 日程度しか猶予されない。

ちなみに金商法の発行市場における有価証券の勧

誘から売り出しまでの熟慮期間は原則 日とさ

れていたが、一定の要件を満たせば、 日、さら

に即日へと緩和されてきており、宅建業における

登録期間も順次 技術の進展に対応にあわせて、

迅速性を重視した内容へと改善すべきである。ま

た、宅建業者に媒介物件の購入申し込みがあった

場合の依頼者への遅滞なき通知義務が、平成

年の宅建業法改正により、宅建業法 条の 、

項が設けられるなか、專任媒介契約では登録物件

の業務処理状況の報告義務が 週間に 度以上、

専属専任媒介契約でも登録物件の業務処理状況の

報告義務が 週間に 度以上と、上記の業務通知

義務に比して間延びしている感は否めない。媒介

業者に原則として当日に、リアルタイムの報告義

務を課して何ら問題はなかろう。

３ 不公正な取引の規制

（金商法の定める不公正な取引規制に対する違反

行為に厳しい措置）

金商法は有価証券の取引等について、①不正の

手段、計画又は技巧、虚偽表示のなどのある文書

使用による財産の取得、虚偽相場の利用などを通

じた「詐欺的行為の禁止」、②虚偽または不確かな

情報を流す「風説の流布」及び事実を隠して取引

を進める「偽計取引」の禁止、③本来の自由競争

原理によって正常な需要と供給の関係に基づいて

形成されるべき相場に人為的な操作を加え、これ

を変動させる「相場操縦行為」等を禁止している。

これらの違法行為の名宛人は金商法上「何人も」

となっており、金商業者等への行為規制に限らず

広く規制対象になるという意味で、金商業者等に

対する行為規制とは性格を異にする部分がある。

金商法は違反行為に対しては、行政処分、民事責

任、課徴金納付命令、刑事罰という重層的で重い

ペナルティを用意して抑止に努める姿勢を明確に

している。金商法 条は「資本市場の機能の十全

な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図

り、もって国民経済の健全な発展及び投資者の保

（図表５）金商法における代表的な不公正取引の規制に違反した場合の措置概要

行政処分 民事責任 課徴金 刑罰（注３）

詐欺的行為の禁止

条

○ ○ ×（注２） ○

風説の流布・偽計等の

禁止 条

○ ○ ○ ○

相場操縦行為等の禁止

条、 条

○ ○（注１） ○ ○

（注）１．金商法においては不公正取引の規制に違反した場合に、民事責任の規定を置かなくとも民法等に基づいた

対応には支障がないので、特に明文の規定を置かないのが原則であるが、相場操縦については違法性の大

きさに鑑み、明文で民事責任について定めている。そして、この規定では、有価証券の売買又は委託につ

き、受けた損害について賠償するとされ、「違法行為により受けた損害を賠償する」という文言がないため、

投資者は受けた損害と相場操縦行為との因果関係の立証は要求されていないと理解されている（この場合

でも投資者は自己が取引した価格が違法な相場操縦により形成されたこと、および、その取引により損害

を受けたことの立証責任を負う）（山下友信・神田秀樹共著「金融商品取引法概説」（有斐閣、 年、

頁）。

２．詐欺的行為の禁止に課徴金制度が適用されないのは、詐欺的行為の構成要件が抽象的なため、課徴金の額

の確定に馴染みにくいのが一因と考えられている。

３．上記の場合、刑罰はいずれの場合でも 年以下の懲役もしくは 万円以下の罰金、又はその併科、法

人にかかる両罰規定は 億円以下の重い罰金である。

４．金融庁「平成 年度版事務年報」によると、 年度の行政処分件数は 件、課徴金納付命令 件である。

５．行政処分、民事責任、課徴金（利益の剥奪）、刑罰（道徳的非難）は原理的には並存可能と考えられている。
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係る登録物件のレインズへの登録期間が、それぞ

れ契約締結から 日以内、 日以内（いずれも休

業日数は算入しない）と定められているが、抜本

的な短縮化が必要である。米国では （

）登録までの期間は、州

法により媒介契約後 日程度しか猶予されない。

ちなみに金商法の発行市場における有価証券の勧

誘から売り出しまでの熟慮期間は原則 日とさ

れていたが、一定の要件を満たせば、 日、さら

に即日へと緩和されてきており、宅建業における

登録期間も順次 技術の進展に対応にあわせて、

迅速性を重視した内容へと改善すべきである。ま

た、宅建業者に媒介物件の購入申し込みがあった

場合の依頼者への遅滞なき通知義務が、平成

年の宅建業法改正により、宅建業法 条の 、

項が設けられるなか、專任媒介契約では登録物件

の業務処理状況の報告義務が 週間に 度以上、

専属専任媒介契約でも登録物件の業務処理状況の

報告義務が 週間に 度以上と、上記の業務通知

義務に比して間延びしている感は否めない。媒介

業者に原則として当日に、リアルタイムの報告義

務を課して何ら問題はなかろう。

３ 不公正な取引の規制

（金商法の定める不公正な取引規制に対する違反

行為に厳しい措置）

金商法は有価証券の取引等について、①不正の

手段、計画又は技巧、虚偽表示のなどのある文書

使用による財産の取得、虚偽相場の利用などを通

じた「詐欺的行為の禁止」、②虚偽または不確かな

情報を流す「風説の流布」及び事実を隠して取引

を進める「偽計取引」の禁止、③本来の自由競争

原理によって正常な需要と供給の関係に基づいて

形成されるべき相場に人為的な操作を加え、これ

を変動させる「相場操縦行為」等を禁止している。

これらの違法行為の名宛人は金商法上「何人も」

となっており、金商業者等への行為規制に限らず

広く規制対象になるという意味で、金商業者等に

対する行為規制とは性格を異にする部分がある。

金商法は違反行為に対しては、行政処分、民事責

任、課徴金納付命令、刑事罰という重層的で重い

ペナルティを用意して抑止に努める姿勢を明確に

している。金商法 条は「資本市場の機能の十全

な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図

り、もって国民経済の健全な発展及び投資者の保

（図表５）金商法における代表的な不公正取引の規制に違反した場合の措置概要

行政処分 民事責任 課徴金 刑罰（注３）

詐欺的行為の禁止

条

○ ○ ×（注２） ○

風説の流布・偽計等の

禁止 条

○ ○ ○ ○

相場操縦行為等の禁止

条、 条

○ ○（注１） ○ ○

（注）１．金商法においては不公正取引の規制に違反した場合に、民事責任の規定を置かなくとも民法等に基づいた

対応には支障がないので、特に明文の規定を置かないのが原則であるが、相場操縦については違法性の大

きさに鑑み、明文で民事責任について定めている。そして、この規定では、有価証券の売買又は委託につ

き、受けた損害について賠償するとされ、「違法行為により受けた損害を賠償する」という文言がないため、

投資者は受けた損害と相場操縦行為との因果関係の立証は要求されていないと理解されている（この場合

でも投資者は自己が取引した価格が違法な相場操縦により形成されたこと、および、その取引により損害

を受けたことの立証責任を負う）（山下友信・神田秀樹共著「金融商品取引法概説」（有斐閣、 年、

頁）。

２．詐欺的行為の禁止に課徴金制度が適用されないのは、詐欺的行為の構成要件が抽象的なため、課徴金の額

の確定に馴染みにくいのが一因と考えられている。

３．上記の場合、刑罰はいずれの場合でも 年以下の懲役もしくは 万円以下の罰金、又はその併科、法

人にかかる両罰規定は 億円以下の重い罰金である。

４．金融庁「平成 年度版事務年報」によると、 年度の行政処分件数は 件、課徴金納付命令 件である。

５．行政処分、民事責任、課徴金（利益の剥奪）、刑罰（道徳的非難）は原理的には並存可能と考えられている。

 

護に資すること」を目的としており、上記のよう

な行為は不公正なものとして決して是認されない

というメッセージである（具体的には金商法

条～ 条）（図表５）。

（宅建業者の業務に関する代表的な行為規制に対

する罰則規定）

典型的な不公正取引である金商法 条から

条までの違反行為は、いずれも、金商法中最

も重い懲役 年以下もしくは 万円以下の罰

金または併科、法人に対する両罰規定（ 億円以

下の罰金）の適用があり、行政処分のほか、必要

に応じ、課徴金や民事責任の特例が置かれるなど、

厳しいルールベースの規制が敷かれている。宅建

業法には金商法が有価証券等の取引を規律する不

公正な取引に対応する条文はないが（もっとも、

不公正な取引に関する規制と事業者に対する行為

規制の仕分けの境界はあいまいな部分があるよう

に思われるが）、金商法の不公正な取引に対する規

律と比較すると、宅建業者の行為規制に対する重

たい罰則でも、高額物件の取引が少なくないにも

かかわらず、法人に対して科される両罰規定の上

限額が最高額で 億円以下と上限額が低額であり、

抑止効果が小さいように思われる。また法人に

億円以下の両罰規定が科される事由が①不正によ

る免許取得、②無免許営業禁止違反、③免許の名

義貸し禁止違反、④業務停止義務違反、⑤一定事

項に付き、故意に事実を告げず、又は不実の告知

をした行為の つに限定されており（ 条）、既

存住宅市場が有効に機能するための 条の 、

項のような、情報開示をターゲットとした規定に

罰則が存在しないなど、金商法との対比でみると、

情報開示に対する違反行為の扱いが軽視されてい

るきらいがある。

（図表６）宅建業法が規定する代表的な行為規制に違反した場合の措置概要

（１） 条

故意に重要な事実の不告知又は不

実告知の禁止（ 条 号）

行政処分のほか、 年以下の懲役もしくは 万円以下の罰金

またはその併科。法人には 億円以下の両罰規定（平成 年

の耐震偽装事件を契機に、平成 年改正で、それまでの 年

以下の懲役もしくは 万円以下の罰金を強化。あわせて法人

の両罰規定の罰金上限を従前の 万円から 億円に引き上げ

た）。

不当に高額な報酬要求の禁止（ 条

号）

行政処分のほか、 年以下の懲役もしくは 万円以下の罰金

またはその併科、法人には 万円の両罰規定

手付貸与等の信用供与による契約

締結の誘因行為の禁止（ 条 号）

行政処分のほか、 か月以下の懲役もしくは 万円以下の罰

金又はその併科、法人には 万円以下の両罰規定

（注）行政処分には、指示処分、業務停止処分（１年以内）及び業務停止処分があり、業務停止処分の情状が特に重

いとき、又は業務停止処分に違反したときに免許取消処分がなされる。

（２） 条の

宅建業に係る契約の締結の勧誘に際し、利益が生ずることが確実であると誤解させ

る断定的判断（ 条の 、 項）

行政処分のみ

宅建業に係る契約を締結させ、又はその解除を妨げるための威迫（ 条の 、 項） 行政処分のみ

宅建業に係る契約の締結又は解除の妨げに関する行為で、相手方等の利益の保護に

欠ける省令で定める事項（施行規則 条の ）（ 条の 、 項）

行政処分のみ

（注）１． 条の に係る違反行為は行政処分があるが、罰則はない。故意性も要件ではない。

２．欺瞞的取引、威迫・困惑型の悪質な契約勧誘による消費者被害の増加に対処するため、旧訪問販売法は威

迫型の行為規制を行ったが、 条の不実告知型の禁止規定だけでは十分規制できなかったため、平成 年

の宅建業法改正により、 条の の規定が設けられた。また平成 年 月に、宅建業法の省令（施行規則

条の ）に投資用マンションの悪質な販売勧誘への対応を可能とするよう規定が追加的に整備された。
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３．このほか、消費者契約法（平成 年 月施行）により、誤認による意思表示の取消し（重要事項の不実告

知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知）困惑による意思表示の取消し（不退去、監禁）、不当な契約

条項の無効の規定により（同法 条、 条から 条）、宅建業取引に適用できる場合がある。

４．宅建業法は業務規制として宅建業者の違法行為を禁止する義務を課すものであって、違法行為により締結

した契約の効力について規定するものではない。締結した契約は、民法（錯誤無効、詐欺取消し、説明義

務違反による損害賠償）又は消費者契約法により法的救済を図るほかはない。

（研究）（不公正取引禁止の一般条項である金商法

条について）

金商法における不公正取引の総則的な一般規定

は 条であり、この金商法 条は非常に広汎

な内容を持つ禁止規定であるが、本条について、

元京都大学教授龍田節氏は「証券取引法 条

号に言う不正の手段の意義」（新証券・商品取引判

例百選、別冊ジュリスト 、 年）におい

て「証券を巡る取引は複雑で変化が激しく、立法

当時予想しなかった不正行為の手口が新しく考案

される。それに対処して同法の目的を実現するた

めには、不正行為を包括的に禁止する一般規定が

必要である。 条 号（証取法時代では 条

号）は、もともとはそのために置かれているが、

これまで同条はほとんど活用されていない。同条

号が抽象的な内容で、しかも翻訳調の表現であ

ることが多分に影響していると思われる」と説明

している。不公正取引規制の一般規定である

条 号の必要性は十分にあるものの、法定刑の重

さに比して構成要件の規定振りが非常に抽象的で

あり、罪刑法定主義の見地から適用に問題なしと

しないということであろう。この禁止規定に違反

すると相場操縦の禁止（ 条）の場合と同様、

金商法の中では最も重たい刑罰が科される（懲役

年以下もしくは 万円以下の罰金またはそ

れらの併科、法人に対する両罰規定（ 億円以下

の罰金）の適用）。なお、本条違反は課徴金の対象

                                                      
金商法 条は以下の通り規定している。「何人も、

次に掲げる行為をしてはならない。一有価証券の売買そ

の他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手

段、計画又は技巧をすること。二有価証券の売買その他

の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項に

ついて虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないため

に必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の

表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。三有

価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を

誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用すること」

とされていないが、それは課徴金制度が違反行為

を明確にした上で金額を算定することから、本条

のような包括的な規定に適用することには慎重で

あるべきだと考えられたことによる。

一方、栗原脩氏の著書「金融商品取引法入門」

（一般社団法人金融財政事情研究会、 年）に

よれば、最近でこそ金商法 条の適用例がない

ものの、かつては金商法 条（証取法 条）の

積極的活用が図られていたと指摘されている。具

体例として、無価値に等しい株式について市場性

があると見せかけることを目的として、被告人が

証券会社の外務員 名と共謀して、無価値の株券

に偽装の株価をつけるために権利の移転を目的と

しない仮装売買を外務員 名に行わせたという偽

装売買事件（最決昭和 ・ ・ 裁判集刊 ・

））を挙げ、最高裁は 条 号を適用して、

「同条同号に言う「不正の手段」とは、有価証券

の取引に限定して、それに関し、社会通念上不正

と認められる一切の手段を言うのであり、文理上

その意味は明確であり、それ自体において犯罪の

構成要件を明確にしていると認められる」と判示

し、「同号に言う「不正の手段」の意義・内容は漠

然としたものであるので憲法 条に違反する違

憲無効の法規である」と主張した上告を棄却して

いる。

また、上記栗原脩氏著の「金融商品取引法入門」

によれば、「米国証券取引法」（

の著者 は、日本の旧

証取法の 条（金商法 条）のもとになった米

国証取法規則 についても、「この規則は、証

券法制における詐欺防止条項のギャップを埋める

ためのものと言われ、数えきれないほど （ア

メリカ証券取引委員会）や民事訴訟の手続におい

て根拠とされ、考えられるほとんどの種類の状況

において適用されてきた」とのコメントを紹介し、
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３．このほか、消費者契約法（平成 年 月施行）により、誤認による意思表示の取消し（重要事項の不実告

知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知）困惑による意思表示の取消し（不退去、監禁）、不当な契約

条項の無効の規定により（同法 条、 条から 条）、宅建業取引に適用できる場合がある。

４．宅建業法は業務規制として宅建業者の違法行為を禁止する義務を課すものであって、違法行為により締結

した契約の効力について規定するものではない。締結した契約は、民法（錯誤無効、詐欺取消し、説明義

務違反による損害賠償）又は消費者契約法により法的救済を図るほかはない。

（研究）（不公正取引禁止の一般条項である金商法

条について）

金商法における不公正取引の総則的な一般規定

は 条であり、この金商法 条は非常に広汎

な内容を持つ禁止規定であるが、本条について、

元京都大学教授龍田節氏は「証券取引法 条

号に言う不正の手段の意義」（新証券・商品取引判

例百選、別冊ジュリスト 、 年）におい

て「証券を巡る取引は複雑で変化が激しく、立法

当時予想しなかった不正行為の手口が新しく考案

される。それに対処して同法の目的を実現するた

めには、不正行為を包括的に禁止する一般規定が

必要である。 条 号（証取法時代では 条

号）は、もともとはそのために置かれているが、

これまで同条はほとんど活用されていない。同条

号が抽象的な内容で、しかも翻訳調の表現であ

ることが多分に影響していると思われる」と説明

している。不公正取引規制の一般規定である

条 号の必要性は十分にあるものの、法定刑の重

さに比して構成要件の規定振りが非常に抽象的で

あり、罪刑法定主義の見地から適用に問題なしと

しないということであろう。この禁止規定に違反

すると相場操縦の禁止（ 条）の場合と同様、

金商法の中では最も重たい刑罰が科される（懲役

年以下もしくは 万円以下の罰金またはそ

れらの併科、法人に対する両罰規定（ 億円以下

の罰金）の適用）。なお、本条違反は課徴金の対象

                                                      
金商法 条は以下の通り規定している。「何人も、

次に掲げる行為をしてはならない。一有価証券の売買そ

の他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手

段、計画又は技巧をすること。二有価証券の売買その他

の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項に

ついて虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないため

に必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の

表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。三有

価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を

誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用すること」

とされていないが、それは課徴金制度が違反行為

を明確にした上で金額を算定することから、本条

のような包括的な規定に適用することには慎重で

あるべきだと考えられたことによる。

一方、栗原脩氏の著書「金融商品取引法入門」

（一般社団法人金融財政事情研究会、 年）に

よれば、最近でこそ金商法 条の適用例がない

ものの、かつては金商法 条（証取法 条）の

積極的活用が図られていたと指摘されている。具

体例として、無価値に等しい株式について市場性

があると見せかけることを目的として、被告人が

証券会社の外務員 名と共謀して、無価値の株券

に偽装の株価をつけるために権利の移転を目的と

しない仮装売買を外務員 名に行わせたという偽

装売買事件（最決昭和 ・ ・ 裁判集刊 ・

））を挙げ、最高裁は 条 号を適用して、

「同条同号に言う「不正の手段」とは、有価証券

の取引に限定して、それに関し、社会通念上不正

と認められる一切の手段を言うのであり、文理上

その意味は明確であり、それ自体において犯罪の

構成要件を明確にしていると認められる」と判示

し、「同号に言う「不正の手段」の意義・内容は漠

然としたものであるので憲法 条に違反する違

憲無効の法規である」と主張した上告を棄却して

いる。

また、上記栗原脩氏著の「金融商品取引法入門」

によれば、「米国証券取引法」（

の著者 は、日本の旧

証取法の 条（金商法 条）のもとになった米

国証取法規則 についても、「この規則は、証

券法制における詐欺防止条項のギャップを埋める

ためのものと言われ、数えきれないほど （ア

メリカ証券取引委員会）や民事訴訟の手続におい

て根拠とされ、考えられるほとんどの種類の状況

において適用されてきた」とのコメントを紹介し、

日本の金商法 条の法源となった米国連邦証取

法規則 が一般条項として多くの事件の解決

に寄与してきたことが説明されている。

今後、予想しえない不公正取引がフィンテック、

仮想通貨等の新しい取引の形態・種類等の出現を

通じて顕在化した際に、包括的な一般規定である

金商法 条の存在価値が再び高まるかもしれな

い。

４．参入規制

（金商法の参入規制は横断的柔軟構造の登録制―

宅建業は縦割りの免許制―）

金商法の施行以前は、銀行業、信託業、保険業、

証券業、投資信託委託業、投資顧問業、金融先物

取引業、抵当証券業など、各業法ごとに縦割りの

業規制が行われていたが、金商法では各業法に共

通の規制が横断的に適用され、必要に応じて柔軟

に規制の強弱をつける規定が置かれている 。

この点、宅建業法は、金商法と同様、取引市場

において宅建業の業態の分化が進んでいるにもか

かわらず、不動産業務全体を横断的・網羅的に規

制対象とする仕組みは採用されておらず、不動産

売買業、不動産流通業のみを規制対象に置き、不

動産賃貸業、不動産管理業、不動産コンサル業、

さらにはエスクロー業、インスペクション業、住

宅瑕疵保険業、リノベーション業などの不動産関

連業務には宅建業法の規制の網をかぶせていない。

不動産賃貸業のように開業・業務継続に何の規制

もないもの 、マンション管理業法により国土交

通大臣の登録を義務付けるものがあるほか、賃貸

                                                      
銀行業、信託業、保険業はそれぞれの業が長い歴史

を持った巨大業種であることもあり、金商法の業法規制

には含まれないが、投資性の強い預金商品、保険商品、

信託商品の販売・勧誘については、それぞれの業法にお

いて、金商法と同等の行為規制を行うべきものとされ、

各業法において金商法の行為規制を準用している。

不動産賃貸業を宅建業法の規制対象外とした理由に

ついて、立法担当者は、同法に言う取引は売買、交換、

代理、媒介のように一時に完結する契約関係を対象とし

ており、賃貸借の様な継続的な権利関係は含ませるべき

ではなく、また、賃貸借契約に対する規制は借地借家法

等でなされていることを挙げている（昭和 年 月

日、参議院建設委員会議事録 号）。

住宅管理業などのように国土交通大臣告示による

登録（任意）を可能とする規制を及ぼしているも

のもある。このように業種により異なった個別の

規律に服せしめることは、業種の実態に即した柔

軟な規制を可能とする利点を持つ反面、業種横断

的な規制の統一性・網羅性がなく、規制の強度に

濃淡が生じ、宅建業法の俎上に乗らない業種の規

制が緩やかになりやすいという問題が起こる。

（図表７）宅建業の業法規制業種（例）

不動産売買業 宅建業法該当

不動産流通業（媒

介業、代理業）

売買・賃貸の媒介・代理は宅

建業法該当

不動産賃貸業 宅建業法の規制対象外（規制

なし）

不動産管理業 宅建業法の規制対象外（マン

ション管理業は特別法によ

る大臣登録制度。賃貸住宅管

理業は大臣告示による登録

制（任意）で規制）

不動産コンサル

ティング業

宅建業法の規制対象外

（参考）賃貸住宅管理業の規制

国土交通省の資料によれば、約 の賃貸住

宅管理に係る大臣登録業者の管理する賃貸戸数

は平成 年 月現在 万戸（うち、サブリー

ス戸数が 万戸）であり、民間賃貸住宅全体

の約 割相当をカバーする大きなウエイトを持

つことから、賃貸住宅管理業者登録規程の在り

方は民間賃貸住宅の管理レベルに大きな影響を

与える。賃貸住宅の管理業者については、従来

は宅建業法の規制対象外であったが、賃貸アパ

ートのサブリース契約に係る家賃保証を巡るト

ラブルが多発していたことなどから、平成

年に大臣告示による賃貸住宅管理登録制度が設

けられ、その業務上のルールを定めることによ

り、業務の適正な運営を確保し、賃貸住宅管理

業の健全な発達を図り、もって賃貸住宅の賃借

                                                      
不動産流通推進センターは国土交通大臣の登録を受

けて行う一定の能力を有する者を技能登録する「不動産

コンサルティング技能試験・登録制度」を設けている。
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人等の利益の保護に資することが企図された。

こうした中で、平成 年 月 日に、賃貸住

宅管理業者登録規程の改正が行われ、賃貸住宅

管理業者の登録に際し、登録業者は、事務所ご

とに「管理事務に関し 年以上の実務経験者」

又は「同程度の実務経験者」（以下「実務経験者

等」という。） 名以上を配置することが義務化

された。ここで、「同程度の実務経験者」とは、

「管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理

準則の解釈・運用の考え方」（平成 年 月

日、不動産業課長通知）により、「賃貸不動産経

営管理士」（（一社）賃貸不動産経営管理士協議

会の資格）である旨が規定されている。平成

年 月 日に改訂された賃貸住宅管理業務処理

要領においては、賃貸人に対する管理受託契約

に関する重要事項の説明及び契約の成立時の書

面交付について、実務経験者等であることを示

す書面の提示、実務経験者等をして説明、書面

の交付及び記名押印させることを義務化すると

ともに、転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契

約に関する重要事項の説明等及び契約の成立時

の書面交付について、実務経験者等であること

を示す書面の提示、実務経験者等をして説明、

書面の交付及び記名押印させることも義務化し

た。また、サブリースの借り上げ家賃等の貸主

への重要事項の徹底をはかるため、貸主に説明

すべき重要事項として、借賃及び将来の借賃の

変動に係る条件に関する事項を明記するととも

に、サブリース業者から基幹事務の一括再委託

を受ける登録業者に対し、貸主への重要事項の

説明等契約の成立時の書面交付及び管理事務の

報告を義務化した（図表８）。

賃貸住宅宅管理業についての規制の在り方は、

他の業種を含め、宅建業が定める原則的な規制

との関係で、その規制の妥当性が検討されるべ

きであり、宅建業法を離れた個別の大臣告示に

よって、特別の実務経験者等を定めるなどの措

置を継続することが適切かどうかはなお、検討

の余地があろう。

（金商法の登録制という業法規制と宅建業の免許

制による業法規制の課題）

金商法は金商業者の参入規制として、銀行業や

保険業とは異なり免許制を採用しておらず、原則

として登録制が採られている（例外は私設取引シ

ステム（ ＝ ）業の

認可制度）。これは、金商業者の行う営業は基本的

には、投資者が投資リスクを自己責任で負う投資

の仲介であり、資金の安全な運用を希望する者か

ら資金を受け入れる銀行やいざというときに保険

金支払いにより保険者保護を確実に履行すること

が要請される保険会社とは社会的な役割が異なる

上、他業からの参入を容易にし、業者間の競争促

進を通じて投資者の利便性を向上させることがよ

り重要であると考えられていることによる。

宅建業は不動産という国民の生活、経済活動の

基盤に大きな影響を与え、かつ、高額の財を扱う

ため、それを扱うにふさわしい業者を限定し、取

引の公正と安全が害されないようにすることが重

要であり、昭和 年より免許制により開業を制限

している（それ以前は登録制）。そして、営業保証

金制度や瑕疵保険保証制度を設け、取引関係者に

不測の損害が生じないよう一定の配慮がなされて

いるものの、宅建業法は、金商法とは異なり、事

（図表８）貸主、サブリース業者、借主等の関係
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人等の利益の保護に資することが企図された。

こうした中で、平成 年 月 日に、賃貸住

宅管理業者登録規程の改正が行われ、賃貸住宅

管理業者の登録に際し、登録業者は、事務所ご

とに「管理事務に関し 年以上の実務経験者」

又は「同程度の実務経験者」（以下「実務経験者

等」という。） 名以上を配置することが義務化

された。ここで、「同程度の実務経験者」とは、

「管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理

準則の解釈・運用の考え方」（平成 年 月

日、不動産業課長通知）により、「賃貸不動産経

営管理士」（（一社）賃貸不動産経営管理士協議

会の資格）である旨が規定されている。平成

年 月 日に改訂された賃貸住宅管理業務処理

要領においては、賃貸人に対する管理受託契約

に関する重要事項の説明及び契約の成立時の書

面交付について、実務経験者等であることを示

す書面の提示、実務経験者等をして説明、書面

の交付及び記名押印させることを義務化すると

ともに、転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契

約に関する重要事項の説明等及び契約の成立時

の書面交付について、実務経験者等であること

を示す書面の提示、実務経験者等をして説明、

書面の交付及び記名押印させることも義務化し

た。また、サブリースの借り上げ家賃等の貸主

への重要事項の徹底をはかるため、貸主に説明

すべき重要事項として、借賃及び将来の借賃の

変動に係る条件に関する事項を明記するととも

に、サブリース業者から基幹事務の一括再委託

を受ける登録業者に対し、貸主への重要事項の

説明等契約の成立時の書面交付及び管理事務の

報告を義務化した（図表８）。

賃貸住宅宅管理業についての規制の在り方は、

他の業種を含め、宅建業が定める原則的な規制

との関係で、その規制の妥当性が検討されるべ

きであり、宅建業法を離れた個別の大臣告示に

よって、特別の実務経験者等を定めるなどの措

置を継続することが適切かどうかはなお、検討

の余地があろう。

（金商法の登録制という業法規制と宅建業の免許

制による業法規制の課題）

金商法は金商業者の参入規制として、銀行業や

保険業とは異なり免許制を採用しておらず、原則

として登録制が採られている（例外は私設取引シ

ステム（ ＝ ）業の

認可制度）。これは、金商業者の行う営業は基本的

には、投資者が投資リスクを自己責任で負う投資

の仲介であり、資金の安全な運用を希望する者か

ら資金を受け入れる銀行やいざというときに保険

金支払いにより保険者保護を確実に履行すること

が要請される保険会社とは社会的な役割が異なる

上、他業からの参入を容易にし、業者間の競争促

進を通じて投資者の利便性を向上させることがよ

り重要であると考えられていることによる。

宅建業は不動産という国民の生活、経済活動の

基盤に大きな影響を与え、かつ、高額の財を扱う

ため、それを扱うにふさわしい業者を限定し、取

引の公正と安全が害されないようにすることが重

要であり、昭和 年より免許制により開業を制限

している（それ以前は登録制）。そして、営業保証

金制度や瑕疵保険保証制度を設け、取引関係者に

不測の損害が生じないよう一定の配慮がなされて

いるものの、宅建業法は、金商法とは異なり、事

（図表８）貸主、サブリース業者、借主等の関係

業者の財産的基礎（最低資本金額、自己資本比率）

について、開業の参入条件を付していないこと、

人的構成についても、事務所ごとに置く專任の宅

建士数は従業員数を 分の 以上で足りることと

していることなど、宅建業業務の質を確保する上

での課題もある。人口減少が進行する中で、今後

化が進むことにより労働集約型産業の代表格

とされてきた不動産流通業の性格は、急速に都市

型の不動産価値情報の提供産業に変貌していく可

能性がある。産業としての参入規制をどのように

考えるのか、免許制度導入後 年を経過して、

・デジタル駆動型経済の時代を迎えて、再検討

が必要な時期を迎えている。

５．行為規制

（金商法の行為規制）

金融商品の取引は専門性が高く、投資者と業者

間に情報格差が存在すること、不適切な勧誘行為

が投資者の被害と紛争に繋がる場合があることか

ら、金融商品取引には金商業者に対する各種の行

為規制の必要性が認められる。行為規制の内容は、

顧客と業者の情報格差の是正を図るための規制、

過度の販売圧力を抑止する規制、不公正又は不当

な勧誘の規制などがある。具体的には、誠実公正

義務、取引態様の事前明示及び契約締結前書面交

付による情報提供義務、契約締結時書面交付義務、

虚偽事実の告知禁止、断定的判断の提供の禁止、

不招靖勧誘・再勧誘の禁止などが定められている。

行為規制違反に対しては、業務改善命令（ 条、

条の ）、業務停止命令・登録取消処分（ 条、

条の ）としての行政処分がなされ、虚偽事実

の告知の禁止義務違反行為のように重たい刑事罰

の対象になる場合もある（図表９）。

（宅建業の行為規制）

宅建業法は「５章、業務」についての行為規制

（図表９）主な金商法の行為規制に対する罰則の規定（行政処分以外）

誠実公正義務（ 条） 罰則なし

広告等の規制（ 条） 月以下の懲役もしくは 万円以下の罰金、又は

併科。法人両罰規定（ 万円以下の罰金）

取引態様の事前明示義務（ 条の ） 罰則なし

契約締結前交付書面による情報提供義務（ 条

の ）

月以下の懲役もしくは 万円以下の罰金、又は

併科。法人両罰規定（ 万円以下の罰金）

契約締結時書面交付義務（ 条の ） 月以下の懲役もしくは 万円以下の罰金、又は

併科。法人両罰規定（ 万円以下の罰金）

顧客が預託すべき保証金を受領したときの書面

交付（ 条の ）

月以下の懲役もしくは 万円以下の罰金、又は

併科。法人両罰規定（ 万円以下の罰金）

クーリング・オフ（ 条の ） 罰則なし

不公正行為の禁止（ 条）

・虚偽事実の告知の禁止（ 号） 年以下の懲役もしくは 万円以下の罰金、又は

併科。法人両罰規定（ 億円以下の罰金）

・断定的判断の提供等の禁止（ 号） 罰則なし

・勧誘時の信用格付に関する行為の制限（ 号） 罰則なし

・不招請勧誘などの禁止（ 号） 罰則なし

・勧誘受諾意思確認（ 号） 罰則なし

・再勧誘の禁止（ 号） 罰則なし

・損失補てん等の禁止（ 条 項） １項、 年以下の懲役若しくは 万以下の罰金又

は併科。法人両罰規定（３億円以下の罰金）

・適合性の原則等（ 条 項） 罰則なし

（注）業者の行為規制違反に対する課徴金制度はない。
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を定める。代表的なものとして、宅建業者は信義

を旨とし、顧客に対し誠実かつ公正に業務処理を

行わなければならない誠実義務（ 条）、誇大広

告の禁止（ 条）、広告開始時期の制限（ 条）、

契約態様の命明示（ 条）、媒介契約においては、

委託者に対しその契約内容を書面により交付しな

ければならない書面化義務（ 条の ）、重要事項

を買主等に説明しなければならない重要事項説明

義務（ 条）などがある。

事実不告知・不実告知の禁止に対する違反行為

には金商法と同様に重たい刑罰が用意されている

が、宅建業者が売主となり、買主は消費者である

場合の消費者保護規定については、大半が罰則規

定を持たず、購入者の利益の保護を究極目的とす

る宅建業法の理念に照らし再検討が必要であるよ

うに思われる（図表 ）。

（図表 ）主な宅建業法の行為規制に対する罰則規定（行政処分以外）

罰則

誠実義務（ 条） 罰則なし

誇大広告等の禁止（ 条） 月以下の懲役もしくは 万円以下の罰金又はその併科。法

人両罰規定（ 万円以下）

広告時期の制限（ 条） 罰則なし

＊他人物売買の禁止（ 条の ） 罰則なし

取引態様の明示義務（ 条） 罰則なし

媒介契約内容の書面化と交付義務、 条

の

・ 項（書面交付義務）、罰則なし

・ 項（価額根拠明示義務）、罰則なし

・ 項（媒介契約の有効期間、上限 か月）罰則なし

・ 項～ 項、罰則なし

重要事項説明義務（ 条） ・ 項～ 項、罰則なし

・ 項（宅建士の取引士証提示義務違反）、 万円以下の過

料

供託所等の説明（ 条の ） 罰則なし

契約締結時の時期の制限（ 条） 罰則なし

契約成立後の書面交付（ 条） ・ 項、 項、 万円以下の罰金

・ 項、 万円以下の罰金

＊クーリングオフ規定（ 条の ） 罰則なし

＊損害賠償額の予定等の制限（ 条） 罰則なし

＊手付の額の制限（ 条） 罰則なし

＊瑕疵担保免責の特約制限（ 条） 罰則なし

＊未完成物件の売買に係る手付金等の保

全措置（ 条）

罰則なし

＊完成物件の売買に係る手付金等の保全

措置（ 条の ）

罰則なし

＊割賦販売契約の解除の制限 条 罰則なし

＊所有権留保等の禁止（ 条） ・ 月以下の懲役若しくは 万円以下の罰金又はその併科。

法人両罰規定（ 万円以下）。

不当な履行遅延の禁止、 条 ・ 月以下の懲役若しくは 万円以下の罰金又はその併科。

法人両罰規定（ 万円以下）。

秘密を守る義務、 条 ・ 万円以下の罰金

報酬の額の制限、 条 ・ 万円以下の罰金
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を定める。代表的なものとして、宅建業者は信義

を旨とし、顧客に対し誠実かつ公正に業務処理を

行わなければならない誠実義務（ 条）、誇大広

告の禁止（ 条）、広告開始時期の制限（ 条）、

契約態様の命明示（ 条）、媒介契約においては、

委託者に対しその契約内容を書面により交付しな

ければならない書面化義務（ 条の ）、重要事項

を買主等に説明しなければならない重要事項説明

義務（ 条）などがある。

事実不告知・不実告知の禁止に対する違反行為

には金商法と同様に重たい刑罰が用意されている

が、宅建業者が売主となり、買主は消費者である

場合の消費者保護規定については、大半が罰則規

定を持たず、購入者の利益の保護を究極目的とす

る宅建業法の理念に照らし再検討が必要であるよ

うに思われる（図表 ）。

（図表 ）主な宅建業法の行為規制に対する罰則規定（行政処分以外）

罰則

誠実義務（ 条） 罰則なし

誇大広告等の禁止（ 条） 月以下の懲役もしくは 万円以下の罰金又はその併科。法

人両罰規定（ 万円以下）

広告時期の制限（ 条） 罰則なし

＊他人物売買の禁止（ 条の ） 罰則なし

取引態様の明示義務（ 条） 罰則なし

媒介契約内容の書面化と交付義務、 条

の

・ 項（書面交付義務）、罰則なし

・ 項（価額根拠明示義務）、罰則なし

・ 項（媒介契約の有効期間、上限 か月）罰則なし

・ 項～ 項、罰則なし

重要事項説明義務（ 条） ・ 項～ 項、罰則なし

・ 項（宅建士の取引士証提示義務違反）、 万円以下の過

料

供託所等の説明（ 条の ） 罰則なし

契約締結時の時期の制限（ 条） 罰則なし

契約成立後の書面交付（ 条） ・ 項、 項、 万円以下の罰金

・ 項、 万円以下の罰金

＊クーリングオフ規定（ 条の ） 罰則なし

＊損害賠償額の予定等の制限（ 条） 罰則なし

＊手付の額の制限（ 条） 罰則なし

＊瑕疵担保免責の特約制限（ 条） 罰則なし

＊未完成物件の売買に係る手付金等の保

全措置（ 条）

罰則なし

＊完成物件の売買に係る手付金等の保全

措置（ 条の ）

罰則なし

＊割賦販売契約の解除の制限 条 罰則なし

＊所有権留保等の禁止（ 条） ・ 月以下の懲役若しくは 万円以下の罰金又はその併科。

法人両罰規定（ 万円以下）。

不当な履行遅延の禁止、 条 ・ 月以下の懲役若しくは 万円以下の罰金又はその併科。

法人両罰規定（ 万円以下）。

秘密を守る義務、 条 ・ 万円以下の罰金

報酬の額の制限、 条 ・ 万円以下の罰金

罰則

事実不告知・不実告知の禁止 条 号 ・ 年以下の懲役もしくは 万円以下の罰金又はその併科。

法人両罰規定（ 億円以下）。

不当に高額の報酬請求の禁止 条 項 ・ 年以下の懲役もしくは 万円以下の罰金又はその併科。

法人両罰規定（ 万円以下）。

手付貸与による誘引行為の禁止、 条

号

・ 月以下の懲役もしくは 万円以下の罰金又はその併科。

法人両罰規定（ 万円以下）。

断定的判断の提供の禁止 条の 第 項 罰則なし

威迫行為の禁止、 条の 第 項 罰則なし

判断時間の制約の禁止や執拗な取引勧誘、

困惑行為の禁止、 条の 第 項

罰則なし

（注）１．＊は売主が宅建業者の場合で買主が消費者の場合に適用（宅建業者間売買には適用無）されるいわゆる「

種規制」と言われるもの。

２．事実の不告知・不実告知の禁止以下の項目は、不公正取引（図表６）を再掲。

３．宅建業者に対する行政処分としては、指示処分、業務停止処分、免許取消処分がある。主な処分事由は以

下の通り。

種類 性質 宅建業法等違反行為 裁量性の有無

指示処分 防止・是正措置 ①宅建業法の規定に違反したとき、②業務に関し他の法

令に違反し、業者として不適当なとき、③宅建士が監督

処分を受け、業者に帰責事由があるとき

裁量行為

業務停止

処分

免許の一時剥

奪（ 年以内）

①指示処分の上記②、③に該当するとき、②重要事項説

明・還付充当金等納付義務違反

裁量行為

免許取消

処分

免許の剥奪 ①業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、②業

務停止処分に違反したとき

覊束行為

（注）行政処分とは別に、行政手続法 条 号は、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一

定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の

行為であって処分に該当しないもの」を行政指導と定義しており、宅建業法 条は、「国土交通大

臣はすべての宅建業者に対して、都道府県知事は都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対し

て、宅建業の適正な運営を確保し、又は宅建業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告

をすることができる」と定める。

６．エンフォースメント機能の強化のために

（罰則規定が厳しい金商法と緩い宅建業法）

法の実現を目指すエンフォースメント機能のう

ち、罰則についてみると、法人に対する罰金額の

上限額が金商法の方がはるかに厳しいことに加え、

個人の罰金とは異なる金額で法人に対して両罰規

定が科される事由が、金商法には広範に存在する

のに対し、宅建業法では ．不公正取引の章にお

いて指摘した通り、ごくわずかである。また、法

人の罰金上限も金商法 億円に対し宅建業法は

億円である。法の目的の実現のためには、法の執

行機能が重要である。既に述べたとおり、宅建業

法は金商法に比して、特に情報開示規制面でのエ

ンフォースメント機能が不十分であるように思わ

れる（図表 ）。

（行為規制の一般条項である金商法 条 項につ

いて）

金商法 条 項は「金商業者等並びにその役員

及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、そ

の業務を遂行しなければならない」と定め、行為

規制の一般規定としての位置付けを有し、具体的

な行為規制では補捉しにくい行為を規制する際の

根拠規定になると言える。河本一郎・大武泰南「金

融商品取引法読本（第 版）（有斐閣、 ）によ

れば誠実公正義務の判断にあたっては、本規定の

もとになった証券監督者国際機構（通称イオスコ）

（ ：

））の定めた行為規範に照

らし、「市場の健全性確保の趣旨を踏まえることが
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適当である」とされている。誠実公正義務に違反

した場合、罰則はないものの、行政処分の対象に

はなり得る（ 条、 条の 、 条の ）ととも

に、不法行為法上も違法となる（たとえば、金商

法 条の誠実公正義務を引用した上で、不法行為

を構成し損害賠償を免れないと判示した東京高判

平 ・ ・ 判時 号 頁がある）。さらに、

悪性の強い行為規制違反行為であれば、場合によ

り不公正行為の適用可能性も考えられ、この場合

は刑罰の適用も排除されないことになる

（行為規制の一般条項である宅建業法 条につい

て）

宅建業法には金商法 条に対応する不公正取

引の一般条項は見出し難いので、ここでは行為規

制の一般条項である宅建業法 条 項「宅建業者

は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実に

その業務を行わなければならない」について考え

る。宅建業法 条は、宅建業者の行為規制に係る

一般条項であり、業務の具体的義務を課したもの

ではないので、違反行為に対する行政処分の行使

はできるだけ 条以下の具体的な規定に基づい

て行うべきであるとされている（逐条解説岡本正

治・宇仁美咲共著「宅地建物取引業法（大成出版

社） 頁」）。しかし宅建業法 条では、昭和

年の宅建業法の改正により「この法律の規定に違

反した場合」を行政処分事由としたことから、宅

建業者が 条の信義誠実に違反した場合、「業務

に関し「損害を与えた行為」（ 条 項 号）（指

示処分）、「取引の公正を害する行為」（ 号）（指

示処分）、「宅地建物取引業に関し「不正又は著し

く不当な行為」（ 条 項 号）（業務停止処分）

等に該当すれば、処分対象になり得る 。

金商法 条のように、行為規制の一般条項違

反行為が行政処分の対象となるのみならず、場合

により不公正な取引として刑事罰の対象となり得

るとする枠組みを備えた金商法に比して、エンフ

ォースメント機能が弱い宅建業法をテコ入れする

ため、宅建業法 条を直接の根拠として（具体的

には 条 項 号に）行政処分ができる旨の明文

の規定を設けることができないか検討が望まれる。

７．適合性原則について

（金商法は金商業者の適合性原則義務違反を定め

る）

金商法 条 号の定める適合性原則は、顧客に

対する誠実義務（ 条）を具体化したものとして、

特定の利用者に対しては、どれだけ説明を尽くし

ても一定の商品の販売・勧誘を行ってはならない

                                                      
宅建業者がマンションの販売時に汚染土壌が存在し、

防止措置が講じられなかったこと等について、購入者に

告知しなかった行為が宅建業法 条 項に違反すると

して、指示処分（ 条 項 号 号）、業務停止処分（

条 項 号）を受けた事例がある（岡本正治「不動産政

策研究総論、不動産売買における取引の公正」（東洋経

済新報社 頁、 年）。

（図表 金商法、宅建業法の刑罰最高刑等の比較

金商法 宅建業法

最高刑 年以下の懲役もしくは 万円以下の罰金、又

はその併科（行為規制では、 年以下の懲役もしく

は 万円以下の罰金、又は併科）。

年以下の懲役もしくは 万

円以下の罰金、又はその併科

法人両罰規定 億円以下の罰金（行為規制では 億円以下の罰金） 億円以下の罰金

課徴金制度 あり なし

裁判所の禁止・停

止命令 注

あり なし

（注） 旧証券取引法制定当時の最高刑は 年以下の懲役もしくは 万円（のちに 万円）以下の罰金 法人両罰

規定も同額 であったが、 年（平成 年）に 年以下の懲役もしくは 万円以下の罰金（法人両罰規定

は 億円以下）となり、 年（平成 年）改正により現行の姿になった。

裁判所の禁止・停止命令とは、裁判所が緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当

であると認めるときは、主務大臣の申し立てにより、法律又は命令に違反する行為を禁止・停止できるもの。
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適当である」とされている。誠実公正義務に違反

した場合、罰則はないものの、行政処分の対象に

はなり得る（ 条、 条の 、 条の ）ととも

に、不法行為法上も違法となる（たとえば、金商

法 条の誠実公正義務を引用した上で、不法行為

を構成し損害賠償を免れないと判示した東京高判

平 ・ ・ 判時 号 頁がある）。さらに、

悪性の強い行為規制違反行為であれば、場合によ

り不公正行為の適用可能性も考えられ、この場合

は刑罰の適用も排除されないことになる

（行為規制の一般条項である宅建業法 条につい

て）

宅建業法には金商法 条に対応する不公正取

引の一般条項は見出し難いので、ここでは行為規

制の一般条項である宅建業法 条 項「宅建業者

は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実に

その業務を行わなければならない」について考え

る。宅建業法 条は、宅建業者の行為規制に係る

一般条項であり、業務の具体的義務を課したもの

ではないので、違反行為に対する行政処分の行使

はできるだけ 条以下の具体的な規定に基づい

て行うべきであるとされている（逐条解説岡本正

治・宇仁美咲共著「宅地建物取引業法（大成出版

社） 頁」）。しかし宅建業法 条では、昭和

年の宅建業法の改正により「この法律の規定に違

反した場合」を行政処分事由としたことから、宅

建業者が 条の信義誠実に違反した場合、「業務

に関し「損害を与えた行為」（ 条 項 号）（指

示処分）、「取引の公正を害する行為」（ 号）（指

示処分）、「宅地建物取引業に関し「不正又は著し

く不当な行為」（ 条 項 号）（業務停止処分）

等に該当すれば、処分対象になり得る 。

金商法 条のように、行為規制の一般条項違

反行為が行政処分の対象となるのみならず、場合

により不公正な取引として刑事罰の対象となり得

るとする枠組みを備えた金商法に比して、エンフ

ォースメント機能が弱い宅建業法をテコ入れする

ため、宅建業法 条を直接の根拠として（具体的

には 条 項 号に）行政処分ができる旨の明文

の規定を設けることができないか検討が望まれる。

７．適合性原則について

（金商法は金商業者の適合性原則義務違反を定め

る）

金商法 条 号の定める適合性原則は、顧客に

対する誠実義務（ 条）を具体化したものとして、

特定の利用者に対しては、どれだけ説明を尽くし

ても一定の商品の販売・勧誘を行ってはならない

                                                      
宅建業者がマンションの販売時に汚染土壌が存在し、

防止措置が講じられなかったこと等について、購入者に

告知しなかった行為が宅建業法 条 項に違反すると

して、指示処分（ 条 項 号 号）、業務停止処分（

条 項 号）を受けた事例がある（岡本正治「不動産政

策研究総論、不動産売買における取引の公正」（東洋経

済新報社 頁、 年）。

（図表 金商法、宅建業法の刑罰最高刑等の比較

金商法 宅建業法

最高刑 年以下の懲役もしくは 万円以下の罰金、又

はその併科（行為規制では、 年以下の懲役もしく

は 万円以下の罰金、又は併科）。

年以下の懲役もしくは 万

円以下の罰金、又はその併科

法人両罰規定 億円以下の罰金（行為規制では 億円以下の罰金） 億円以下の罰金

課徴金制度 あり なし

裁判所の禁止・停

止命令 注

あり なし

（注） 旧証券取引法制定当時の最高刑は 年以下の懲役もしくは 万円（のちに 万円）以下の罰金 法人両罰

規定も同額 であったが、 年（平成 年）に 年以下の懲役もしくは 万円以下の罰金（法人両罰規定

は 億円以下）となり、 年（平成 年）改正により現行の姿になった。

裁判所の禁止・停止命令とは、裁判所が緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当

であると認めるときは、主務大臣の申し立てにより、法律又は命令に違反する行為を禁止・停止できるもの。

ことを意味する規定と考えられており、山下友

信・神田秀樹共著「金融商品取引法概説」（有斐閣、

年）によれば、「要するに適合性原則という

のは、例えば投資経験のない高齢者にリスクの高

い金融商品を勧誘するなど、ふさわしくない顧客

にふさわしくない金融商品を勧誘してはならない

ルールである」とされる。条文上は「顧客の知識、

経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結す

る目的に照らして不適当と認められる勧誘を行い

投資家の保護に欠けることがないようにしなけれ

ばならない」と規定されている。これを狭義の適

合性原則と言う 。

適合性原則への違反行為には行政処分が予定さ

れ、民事上の責任として、当該違反行為が規定か

ら大きく逸脱している場合には、不法行為責任を

認めた判例がある。具体には「証券会社の担当者

が、顧客の意向と実情に反して、明らかに過大な

危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど、適合性

原則から著しく逸脱した証券取引を勧誘してこれ

を行わせたことは当該行為が不法行為法上も違法

になるものと解するのが相当である」とした（最

判平成 年 月 日民集 ・ ・ ）。

（宅建業法は適合性原則を規定していない）

年（平成 年）に国土交通省に設けられ

た流通市場研究会の検討の中間的とりまとめにお

いては、「具体的運用基準の明確化を前提としつつ、

適合性原則を宅建業法に明文化する方向で検討を

行う」との方策が打ち出されている。宅建業法

条は宅建業者に買主に対する重要事項説明義務を、

宅建士をして行わせる義務規定を置いており、宅

建業法の中核をなす条文である。ここに重要事項

説明義務の規範的な考慮事項として、「購入者等の

                                                      
金商業者は投資者の知識、経験、財産力、投資目的

に適合した形で勧誘を行わなければならないという説

明義務を具体化した規定を広義の適合性原則と言い、金

商法 条 項 号に見られるように、これは、必要な

説明を行えば、説明により不適合性を治癒することがで

きる場面において、金商業者は、顧客ごとにふさわしい

説明をしなければならないルールと位置づけられてい

る。

知識、経験、財産の状況、契約目的などその属性

に応じた重要事項の説明等や勧誘を行わなければ

ならない」旨の狭義の適合性原則を位置づけ、と

かく購入物件に関し、現に適用される法的規制の

形式的な説明に終始され勝ちな重要事項説明につ

いて、事前に購入者の知識、経験、財産状態及び

購入目的等を聴取・把握した上で、購入者等の属

性を十分織り込んで行うものとし、購入者等に十

分な熟慮機会を提供できるようにすれば、重要事

項説明の制度趣旨に叶い、宅建業法の究極の目的

である「購入者等の利益の保護」により強力に寄

与することになると考えられる。

例えば、仮に三世代居住の世帯が、都心のタワ

ーマンションの購入を希望し、ここで住み替えを

行うことなく長期に亘る居住を希望しているもの

としよう。 年 月 日の日本経済新聞の経

済では「タワーマンションの未来」をテーマに、

神戸大学の平山洋介教授が急増する特に東京都市

部のタワーマンションについて「管理の在り方と

コスト、災害時の危険、将来の建て替えの困難又

は不可能性」についての懸念を表明している。そ

の真偽は、今後の建築技術等の進歩により大いに

変わり得るものであり、さらに専門的な検討がな

されなければならないが、いずれにしても、現行

の宅建業法 条の重要事項説明においては、当該

規定が例示規定であるとはいえ、宅建業者にタワ

ーマンションの将来の管理・建替等に係る懸念事

項などの説明義務はないと言ってよいであろう。

しかし、適合性原則が重要事項説明の規範的な要

件として位置付けられれば、タワーマンションの

管理・建て替え等に係る相応の蓋然性を持った懸

念事項については、場合により、購入希望者に説

明すべき事項になり得るものであり、これは「購

入者等の利益の保護」という宅建業法の究極目的

に照らして、望ましいと考えるべきであろう。

８．その他

（インターネット等を利用した取引と宅建業法）

金商法の分野では 技術を駆使した高速の取

引やクラウドファンディング等が日常的に拡大し
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ており、金商法はそれらを織り込んだ規制措置を

講じている。一方、宅建業法は対面を前提にした

取引形態を想定しているが、 化の流れの中、 、

ビッグデータ、 等の業務への取り込み、 リタ

ラシーを持った従業者の育成・確保等、宅建業は

様々な新しい課題に直面している。例えば、従来

の法解釈では、重要事項説明は対面で行わなけれ

ばならないとされていたが、時代の変化は現状の

ままの取引形態を放置することを許容せず、平成

年度の宅建業法改正により、賃貸の代理又は媒

介に係る重要事項説明に を活用することがで

きることとなり、平成 年 月「宅建業法の解

釈・運用の考え方」が改訂された。当面は賃貸の

みで 重説が解禁されているが、売買に関しては、

まずは法人間売買取引についての社会実験の結果

を踏まえた検討がなされ、個人間売買については、

その後、賃貸での運用結果及び法人間売買の社会

実験の結果を踏まえ社会実験を行うというやや緩

慢な段取りが考えられていたが、「未来投資戦略

」（ 閣議決定）において「国土交通

省において、法人間売買における を活用した重

要事項説明の実施について、本年中に結論を得る

とともに、その検討状況も踏まえつつ、 活用に

向けて周辺環境整備を進め、オンライン化を推進

する」こととされ、やや検討のテンポが前倒しさ

れている。

当面行われる賃貸に係る 重説の留意点とし

ては、説明内容を十分理解できる程度の映像を視

認でき、かつ、音声を聞き取ることができる双方

向性のコミュニケーションが可能な環境において

実施し、宅建士は、記名押印した重要事項説明書

及び添付書類の説明を受けようとする者にあらか

じめ送付し（メール送信は不可）、重要事項説明開

始前に、相手方が書類を参照しながら説明を受け

ることができる状態であることを確認したうえ、

画面上に宅建士証を提示して説明を行う方式が想

定されている。重要事項説明中に、映像の視認ま

たは音声の聞き取りができない状況が生じたとき

は、宅建士は説明を中断する必要がある。

さらに、最近増えていると言われる宅建業者を

介在させないプラットフォームを通じたスマート

コントラクトの宅建業法の適用関係を始めとした

インターネット取引のルールの整備や バーチ

ャルリアリティ 、 （人工知能）、ロボアドバイ

ザーの活用により生じた誤認等のトラブルの際の

責任の所在、国際的な不動産取引の増大に対応し

た宅建業法の免許及び業務規律の在り方など、既

存の規制の見直し及び新たに発生する課題への対

処という両面から、検討すべき宅建業法の課題は

多い。今後、海外での規制の動向も踏まえつつ、

スピード感をもって対処すべきことが求められる。
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